
















 











 

 

議案第 11号 

 

 

北栄町歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について 

 

 

次の者を北栄町歴史民俗資料館運営委員会委員に委嘱したいので、北栄町教

育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

令和７年２月 26日提出 

 

 

    北栄町教育委員会教育長  笠見 隆志 

 

 

記 

 

北栄町歴史民俗資料館運営委員会委員 

 

番号 氏  名 所 属 等 

12 長谷 茂樹 自治会長会代表 

 

任 期  令和７年２月 27日から令和８年３月 31日まで 

 

【参考】 

○北栄町歴史民俗資料館運営委員会規則（抜粋） 

(組織) 

第３条 委員会の委員の定数は、10 人以内とし、委員は、教育委員会が次に掲げる者の中から委

嘱する。 

(１)町文化財保護委員代表(２)自治会長会代表(３)青年女性代表(４)高齢者代表(５)学識経験者 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 






